
足柄下採択地区協議会における教科書選定方法（平成27年度～）

有効投票数の過半数超過 有効投票数の過半数未満

参　考

○上記方法については、今までの方法を改善し、平成２７年度における中学校で使用する
　 教科書の採択時から採用している。

○平成２６年度における小学校で使用する教科書の採択時は、次の方法で選定していた。
 　　①あらかじめ各町教育委員会で各教科１種類の教科書を選定
　　 ②採択地区協議会において各町教育委員長が選定結果とその理由を報告
　　 ③選定結果が一致した場合は決定、異なる場合は協議により決定
　   ④協議が整わない場合は、各町教育委員会ごとに再検討した後、再協議により決定
　   ⑤再協議が整わない場合は、無記名による個人投票

１回目の投票

各委員は、投票用紙に記載
された教科書会社のいずれ
か１社に「○（マル）」を
し、無記名で投票する

教 科 書 の 決 定

２回目の投票

１回目の投票において、得
票数の上位２社を対象とし、
各委員は、投票用紙に教科
書会社のいずれか１社を記
入し、無記名で投票する
なお、投票する前に、１回
目の投票における上位２社
について、委員から意見等
を伺う（教科書見本本を確
認する時間も設ける）

選定理由の取りまとめ

委員から意見等を伺い、選定した理由を取りまとめる

有効投票数の過半数超過


